
長浜市選挙管理委員会告示第２２号 

 

令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票

管理者を、公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第３７条第２項の規定により

次のとおり変更し、選任したので、公職選挙法施行令第２５条の規定により告

示する。 

 

 

    令和７年７月９日 

 

長浜市選挙管理委員会委員長 河﨑 顯了   

 

 

 

変更前 

期日前投票所 期日 曜日 住所 氏名 

長浜市役所 
本庁 

７月 10日 木 長浜市宮部町 國友 正史 

 

 

変更後 

期日前投票所 期日 曜日 住所 氏名 

長浜市役所 

本庁 
７月 10日 木 長浜市高山町 中川 孫三郎 

 

 


